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一般産業品の規格及び基準への適合性確認結果（可搬式窒素供給装置付燃料タンク） 

Ⅰ. 非常用発電装置（可搬型）の使用目的及び使用環境，使用条件 

 

 

Ⅱ. メーカ規格及び基準に規定されている事項（メーカ仕様） 

機器名 使用目的及び想定している使用環境 容量（kVA/個） メーカ許容値（℃） 規格及び基準に基づく試験 

内燃機関：いすゞ

BH-6UZ1X 

発電機：DCA-220LSI 

災害時等に使用する発電機として，

定格出力以内で必要な負荷に対し電

力を供給するために使用される。使

用環境として，屋外で使用すること

を想定している。 

220 

潤滑油温度：120 

冷却水温度：105 

排 気 温 度：500 

温度試験にて，定格負荷状態にお

ける機械の各部の温度上昇がメー

カ許容値以下であることを確認。 

 

Ⅲ. 確認項目 

(a)  ：規格及び基準が妥当であることの確認（ⅠとⅡの使用目的及び使用環境の比較） 

可搬式窒素供給装置用発電設備は，重大事故等時に屋外で非常用発電装置（可搬型）として使用される。一方，本メーカ規格及び基準は，災害時等に発電機とし

て使用することを目的とした一般産業品に対する規格であり，屋外で使用することを想定している。重大事故等時における可搬式窒素供給装置用発電設備の使用

目的及び使用環境は，本規格で定める使用目的及び想定している使用環境の範囲内である。 

 

 

(b-3)：使用条件に対する強度の確認（ⅡとＪＥＭ－１３９８に規定される温度試験との比較，ⅠとⅡの使用条件の比較） 

可搬式窒素供給装置用発電設備は，ＪＥＭ－１３９８（ディーゼルエンジン駆動可搬形交流発電装置－温度試験）で規定されている温度試験を実施し，定格負荷

状態における機械の各部の温度上昇がメーカ許容値以下であることを試験成績書等により確認できる。メーカ許容値は，メーカにて実績等により十分に検証され

た可搬式窒素供給装置用発電設備各部の機能が保証される温度上昇限度である。 

可搬式窒素供給装置用発電設備の容量は，メーカ仕様で定める容量（220kVA/個）の範囲内である。 

 

種類 使用目的及び使用環境 容量（kVA/個） 

非常用発電装置 

（可搬型） 

窒素供給装置専用の非常用発電装置

（可搬型）である。使用環境として，

屋外で使用する。 

220 
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Ⅳ. 評価結果 

上記の可搬式窒素供給装置用発電設備は，一般産業品としてメーカ規格及び基準に適合し，内燃機関及び燃料タンクを含めた一体構造品の完成品として，重大事故等

時における所要負荷において十分な強度を有している。 
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